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1.『 公共事業と財政』 その後t

拙著 『公共事業 と財政ー 戦後 日本の検証』(高 菅出版 、2003年2月)を 刊行 してか ら2年 半近

くが経過 した。厳 しい出版事情のなかで、一定の読者を確保 して2004年11月 には第2刷 も発行で

きた。

拙著に対す る書評や紹介はいくつかあるが、次の2つ をとりあげたい。 中山徹氏 は 「難解そ う

なタイ トル だが、内容的にはわか りやす く、非常に読みやすい」 と紹介 した うえで、最近の公共

事業改革 と財政の関係 、公共事業改革の評価 などについての検討 を要望 している。1)平剛氏 も拙

著の各章をコンパ ク トに紹介 して、「本書は戦後の公共投資政策 の展開をその時代の経済的な背

景を踏 まえつつ、丹念 に因果関係を掘 り起 こしている。 また、それ にとどまらず、財政危機や地

域開発政策、財 政制度 の構造改革な ど、それぞれ異なった切 り口か らの分析を通 して、公共投資

政策あ るいは広 く財政 の抱える課題 を鮮やかに浮かび上がらせている」 と評価 している。そ して、

公共投資の地域配分 とその経済効果ない し影響、 とくに地域の雇用面か らの詳細な検討 と提言 を

求めている。2)

宮本憲一教授か らは研究会の場な どで貴重なコメン トをいただいた。3)高度成長期の社会資本

充実政策や社会資本の理論のよ り突っ込んだ分析、土地や金融問題 などか らのアプ ローチが要望

され るとともに、次の2点 について問題が提起 された。4)

第1に 社会資本論に関連 した問題である。 コンビナー トなどの 「地域独 占」だ けでな く、民間

資本の領域が社会資本 なくして活動で きな くなった資本主義経済の解明が重要になっている。共

同社会的条件である社会資本を資本が組み込むことによる矛盾 について、民営化 ・民活 といった

今 日的な状況 と関わ らせて明らかに してい く。資本に とっては利潤率が低下するわけで、国や地

方 自治体 などの公共部 門が補助金な どで支援することになるが、それ により財政危機が生ずる。

資本の活動 と公共部門 との諸矛盾、資本蓄積 と財政危機 を解明す るのが、社会資本論の今 日的な

課題 となる。

第2に 「財政秩序」 とい う視点か らの公共事業へのアプローチである。大蔵省(現 財務省)は

建設国債だけでな く、特例債(赤 字国債)を 毎年認めるようにな り、財 政法第4条 や第5条 に違

反す るようなことをや ってきた。 自治省(現 総務省)も 地方債 と地方交付税をセ ッ トに した財政

措置をとり、交付税の補助金化や財政危機 をもた らしてきた。90年 代 は戦後の財政システムが崩

れた とい う点で画期 をな し、「財政秩序」 「財政責任」 とい う視点か ら公共事業を分析 していく必



要がある。

拙著に対するい くつかの 「注文」や指摘 を検討 して、なるべ く早 く続編 を刊行 したいが、 とり

あえずは 『公共事業 と財政』再考 として作業を継続的に進めていきたい。そこで本稿 では、拙著

でと りあげた時期以 降の公共事業 と社会資本整備 をめぐる動き、公共事業 と財政の新たな問題状

況、現在進行 中の 「構造 改革」における公共事業の再編 と公共事業見直 しを検討 していきたい。

2.「 構造改革」 と公共事業見直 し

2001年6月 に閣議決定 され た 「今後 の経 済財政運営及び経済社会の構造改革に関す る基本方

針」、いわゆ る骨太の方針 は、不 良債権問題の抜本的な解決 とともに、民営化や規制改革をは じ

め7つ の改革 プログラムを提起 した。そ して 「我が国の諸制度は、戦後、非常によく機能 し、高

度成長 を支 えてきた。 しか し、現在ではそれがやや もすれ ば非効率な(す なわち費用に見合 う効

果 を生まない)事 業等を生む仕組み になって しまっている。近年、経済の力強 さが失われてきた

大 きな要因は、 こうした非効率な部分が拡大 して きたこと」だとして、公共事業 ・社会保障 ・地

方財政の3分 野をあげ、抜本的な制度 改革を求めている。

「構造改革」のなかで差 し迫った政策課題が財政再建であり、こ うした3分 野を中心に歳 出改

革が実施 され る。2002年 度には国債発行30兆 円以下、プライマ リー ・バ ランスの黒 字化 を中期 目

標 として掲げた。そ して2006年 度 までの間、一般政府支出を対GDP比 で2002年 度の水準 を上 回ら

ない程度 とす ることによ り、2010年 代初頭 における国と地方の基礎的財政収支の黒字化 を目指す

ことが 「構造改革 と経済財政の中期展望」に示 され た。 こうした基本方針 を踏まえて、2003年 度

と04年 度予算においては、国の一般会計歳 出および一般歳出をともに実質的に前年度の水準以下

に抑制す ることが 目標 とされた。

骨太の方針のなかで公共事業の問題点 として、硬 直性や依存体質を生む仕組み、欧米諸国と比

ベて非常に高い投資規模 な どがあげられた。 とりわけ硬直性の打破 に向け、分野別の配分に硬直

性をもた らしている特定財源の仕組み 、公共事業関係の長期計画の見直 しである。,それで2002年

度には公共投資の10%削 減 と特定財源 の見直 し、03年 度 には長期計画9本 のー本化 と公共事業 コ

ス ト構造改革が提起 された。公共事業長期計画 の見直 しに関連 して、「巨額の赤字を生んでいる

プロジェク トの存在に鑑み、特殊法人等が借入金等で実施する公共 事業については、経済社会の

変化等 を踏 まえ、採算性 を厳 しく検証す るとともに、情報開示を進め、将来の国民負担につ なが

らないよ うにする」 と指摘 している。道路特定財源 をめぐる問題 とともに、道路4公 団 をは じめ

とした特殊法人見直 しが 「構造改革」 の焦点 となってくる。

わが国は国民経済のなかで公共事業 が大きな ウェイ トを占めてお り、「公共事業依存国家」「土

建国家」 などと呼ばれている。公共事業のなかで最大なのが道路であ り、「道路国家」 と言 えな

くもない。5)道 路 は高度成長期か ら一貫 して行政投資実績で最大の費 目であ り、最近ではウェイ



トをさらに上昇 させ3割 近 くを占めている。 「道路国家」ゆえに、道路が公共事業 と特殊法人見

直 しの焦点 とな り、いわゆる道路族議員 との 「攻防」を経 て次のよ うな改革方向が決まった。 日

本道路公団 ・首都高速道路公団 ・阪神高速道路公団は廃止 し、4公 団にかわ る新 たな組織 二採算

性 の確保は内閣にお く 「第3者 機関」で一体 として検討 し、具体的内容を2002年 中にまとめる。

当初は3..8兆円余 りにのぼ る本四公団の債務処理をめ ぐって道路4公 団の統合問題 も浮上 したが、

それは先送 りされ ることになった。

内閣にお く 「第3者 機関」である道路4公 団民営化推進委員会の最終報告 を経 て、03年12月 に

政府 ・与党は民営化の基本的な枠組み を決定 した。6}4公 団は05年 度に総額40兆 円の債務 と道路

資産 をもつ独立行政法人 「保有 ・債務返済機構」、6つ の民営化会社 に上下分離する。 高速道路

建設はコス トを一定削減することで、これまでの整備計画を維持す る。全長9342キ ロの高速道路

整備計画は、す でに7343キ ロは整備 済みであ り、残 る1999キ ロを新会社 と 「新直轄方式」で整備

す る。国土交通省は直轄高速道の1次 指定区間 として27区 間699キ ロ(3兆 円の うち2.4兆 円)を

決定 した。 直轄高速道の残 り0.6兆 円の事業分 については、公団民営化後 に方針 を決 める ごとに

なる。発足する新会社 との協議で、新会社が建設するのを困難 と判断 した区間な どを2次 指定す

るとい う。

こうして結局、高速道路は当初の計画通 りに建設 され るこ とにな り、マスコ ミも注視 した公共

事業見直 しも最初か ら頓挫す ることになる。高速道路だけでな く、整備新幹線や拠点空港(と く

に関西空港2期 事業)、 ダムな どの建設が進め られてい る。公共事業 は予算的 に制約 される中で、

特定の事業、特定の地域(と くに大都市圏)に 重点化す る傾向 を強めている。 それ と公共事業の

長期計画や配分 のあ り方、コス ト面な どで見直 しが進 められ る。

まず2002年1.月 に630兆 円公共投資 を定めた 「公共投資基本計画」が廃止 され た。1980年 代後

半からの 日米構造協議において、公共投資が 日本 の対米黒字削減 の切 り札 とされ、1990年 か らの

10年 間に430兆 円にのぼる投資を 「公共投資基本計画」 として実行す ることになった。その後 、

93年12.月 の経済改革研究会報告(平 岩 レポー ト)で 経済の活力がある間に社会資本整備 を推進す

るとい う方針 が打 ち出 され 、1994年 に新たな 「公共投資基本計画」 を策 定 した。 これ は1995～

2004年 度の10年 間を対象 とし、今後の公共投資について基本方向を総合的に示す もので、計画期

間中におおむね630兆 円(弾 力枠30兆 円を含む)の 公共投資 を行 うとした。

97年6月 には財政構造改革 により、計画期間を3年 間延長 し、600兆 円べ一 スでみて10年 間で

470兆 円程度へ と投資規模 の実質的縮減 を図ることになる。また公共事業予算 の配分に関 して、

経済構造改革関連の社会資本(高 規格幹線道路等、拠点空港、中枢 ・中核港湾、市街地整備等)

について、物流の効率化や経済活性化に資す るものを中心 として、優先的 ・重点的に整備す ると

した。 そ して、2002年1月 に閣議決定 された 「構造改革 と経 済財政の中期展望」において、公共

事業関係の長期計画の見直 しが提起 され 「公共投資基本計画」は 廃止 された。



03年10月 には 「社会資本整備 重点計画」が閣議決定 された。社会資本整備に関す る長期計画全

般の見直 しを行い、その内容 について抜本的 な改革を行 うとともに、従来の事業分野別の緊急措

置法 に基づ く体系を改め、9長 期計画(道 路、交通安全施設、空港、港湾、都市公園、下水道、

治水、急傾斜地、海岸)を 重点計画に一本化 した。16社 会資本整備長期計画は、社会資本整備重

点計画 と漁港漁場 、土地改良、廃棄物、森林、住宅の6本 に再編 され た。 国土交通省 によれ ば、

「社会資本整備重点計画」は1954年 以来50年 ぶ りの改革であ り、計画内容 を作 る側の 「事業費」

か ら、国民か ら見た 「達成 され る成果」に転換 したとしている。 ただ し、公共事業長期計画 を一

本化 して も、肥大化 した公共事業削減につなが る保証はな く、閣議決定で重点計画が決め られ る

ことなどの問題点が指摘できる。7)

3.公 共事業 と国地方の財政関係

拙著 『公共事業 と財政』 では、1990年 代 までの統計を使 って公共事業 と社会資本整備の動向を

分析 した。それ以降のできるだけ最新 の統計か ら、公共事業 と国地方の財政関係 を検証 していき

たい。

図1は1970年 代後半か ら2002年 までの行政投資 と公的固定資本形成(Ig)か ら公共投資の推

移 を示 してい る。両者はほぼ同 じ投資対象 を集計 したものであるが、行政投資は用地補償費 を含

んでお り、投資額 もそれだけ大き くなる。バブル時代に地価が急上昇 して、80年 代後半には行政

投資がIgを かな り上回った。



公共投資は70年 代後半に急増 したが、80年 代に入 り国の 「財政再建」路線 のもとで圧縮 され る。

85年 を底に して拡大に転 じて、バブル経済の もとで急膨張をつづける。行政投資は93年 の51.1兆

円、Igは95年 の43.4兆 円をピー クに して、その後は下落傾向をた どってきた。2002年 度には行

政投資 が35.9兆 円、 ピー ク時か ら15.2兆 円減少 してい る。Igも30.1兆 円 と13.3兆 円の 下落 とな

っている。90年 代後半か らの下落のカーブは、80年 代 の 「財政再建」の頃よ り激 しいものがあ り、

バブル崩壊か ら財政危機、「構造改革」下の公共事業削減に至 る公 共投資の構造変化を物語って

いる。

表1は 国民経済計算における公的総固定資本形成 を主体別に集計 した もので、国 と地方の公共

投資の会計別内訳、公共投資 と財政の関係 を把握できる。公的総固定資本形成は1980年 か ら1990

年で5.1兆 円、1990年 と2000年 では5.8兆 円の増加であ り、10年 単位では同 じよ うな傾 向を示 して

いる。90年 か ら95年 には14.8兆 円も増加 している。 とくに地方の10兆 円増が 目立つが、国 も増加

したので地方の構成比はい くぶん低下 している。2000年 は34.3兆 円であ り、95年 か ら9兆 円も減

少 した ことにな る。 とりわけ一般政府の普通会計 を中心に地方の落ち込みが激 しく、地方財政危

機の影響 が明確にあ らわれている。

表2は 行 政投 資 の事 業主 体 ・資 金負 担別 内訳 の推移 を示 した もの で ある。2002年 の事 業 主体別

内訳 は国25.6%、 都 道府 県32.1%、 市町村42、3%で あ り、対 前年 度 比較 では 各 々4.4%、8.3%、

6.7%の 減少 とな っ てい る。近 年 は ほ ぼ国2、 都 道府 県3、 市町村4と い う割 合 で推 移 してい る。



資 金 負 担 別 で は 国 費36.2%、 都 道 府 県 費27.9%、 市 町 村 費35.9%で あ り、対 前 年 比 で は 各 々

10.8%、2.7%、5.1%の 減少 で あ る。 国費 の負担 割 合は90年 には31%ま で落 ち込 ん だが、近 年 は

増加 傾 向 に あ る。都 道府 県費 と市町 村費 は90年 と比 ベ る と、 い くぶ ん低 下傾 向 にあ る。

地域政策研究会編 『行政投資』(2005年4月)で は事業主体別行政投資の動向について、大都

市圏 と地方圏 とに区分 して分析 している。8)国 主体の行政投資では、1985年 か ら91年 まで地方圏

の投資がほぼ同程度の水準で推移 しているのに対 し(大 都市圏の投資額が着実に増加 してきた結

果、大都市圏が地方圏を大きく上回るようになる。93年 以降は大都市圏の投資額が減少に転 じ、

地方圏は98年 に最高額 を示 した ものの、99年 には再び減少 となった。地方公共団体主体の行政投

資は、85年 以降いずれ も増加 しているが、大都市圏の投資額の伸びが地方圏に比べ て高かった結

果、大都市圏の構成比が高まっている。大都市圏では93年 、地方圏では95年 に最高額を示 してい

るが、以後それぞれ減少傾向に転 じている。

図2は 国の一般会計の公共事業関係費などの推移 を示 している。 国の公共事業関係 費は、バブ

ル崩壊後の景気対策によ り1993年 か ら99年 にか けて膨張 をつづ けた。92年8月 の10兆 円規模 の

「総合経済対策」 を皮切 りに2000年11月 の 「日本新生対策」まで、経済対策 とい う名 の景気対策

が継続 される。景気対策 の柱は公共事業であ り、地方単独事業を中心 に地方財政を全面的に動員

して実施 された。それで一般政府(国 と地方等)の 公共投資のGDP比 も6%前 後まで上昇 してい

る。公 共投資は2000年 をさかいに して下落に転 じ、04年 度予算の公共事業関係費は7.8兆 円とピ

ーク時の半分ほ どの規模である
。地方等 を含めた一般政府のGDP比 も02年 度 には4.6%ま で低下 し

てい る。

表3の 国土保全および開発費の推移か ら、公共事業をめぐる国地方の財政関係が明 らかになる。

2003年 度の国土保全および開発費は純計で24.5兆 円であり、90年 と比ベて1兆 円ほ ど増えている



が 、95年 か ら9.5兆 円 減少 して い る。 国地 方 の純 計歳 出額 の な か で国 土保 全 お よ び開発 費 が 占め

る割 合 は92年 度 に21.3%で あ り、社会 保障 関係 費の21.6%と 同 じ水 準で あっ た。 そ れ が2003年 度

に は16.6%ま で低 下 して 、公 債 費 の19.5%よ り下 回 って い る。 そ の一方 で 、社 会 保 障 関係 費 は

26%ま で上 昇 して い る。

純計額 に占める地方のウェイ トは70%で あ り、90年 か ら10ポ イ ン ト低 下 してい る。バブル崩壊

後の地方財政危機 により、 ピークの95年 度か らの落ち込みが地方ほ ど顕著であった ことによる。



それ と注 目されるのが 「国か ら地方に対す る支出」の動向である。 これは地方交付税や地方特例

交付金、地方譲与税お よび国庫支出金な どの合計額であ り、80年 の52.9%か ら2003年 には34,5%

へと15ポ イ ン トも落 ち込んでい る。 これは補助金削減をは じめとして、公共事業をめ ぐる国地方

の財政関係 として、「地方か ら国 に対す る支出」(地 方財政法第17条 の2の 規定による地方公共団

体の負担金)と ともに重要 な変化 として注 目され る。

表4は 普通建設事業の推移 を示 してい る。普通建設事業の純計額は95年 の31,1兆 円を ピー クに

減少傾 向 とな り、2003年 一には18.3兆 円と15兆 円余 り落ち込んでいる。なかでも単独事業の落ち込

みが顕著 であ り、95年 の半分近い規模 となっている。単独事業は大都市圏の自治体 を中心に80年

代後半か ら大きな伸びをつづけ、88年 には補助事業 を上回ったが、地方財政危機 の影響 をま とも

に受けて下落に転 じた。9)補助 事業 も落ち込んでいるが、単独事業ほ どではな く、普通建設事業

に占めるウェイ トも回復 しつつある。単独事業 と補助事業が落ち込むなかで、国直轄事業 は拡大

傾向にあ り、普通建設事業に占めるウェイ トを高めてきた。



普通建設事業 の主な財源内訳か らも地方財政 との関係が把握 できる(表5)6普 通建設事業の

財源 として90年 代以降は地方債が大きな ウェイ トを占めてきた。95年 度には一般財源 よ り地方債

の方が大き くな り、それが地方財政の負担を強 めてきたのである。 こうした傾 向は補助事業 よ り

単独事業ほ ど顕著であ り、単独事業 と地方財政危機 との関係 が注 目され る。
,

4.若 干の論点整理

以上のよ うにぐ拙著で検討 した以降の政策動向や統計資料か ら、公共事業 と財政 をめぐる新 し

い問題状況が散見 され る。『公共事業 と財政』再考 とい う角度か ら、 さしあた り次の2点 か ら論

点 を整理 していきたい。

第1に 、現在進め られている 「構造改革」下の公共事業見直 しをどう評価するかである。・道路

公団民営化に代表 され るよ うに、 「構造改革」の最初の標的 は公 共事業であ り、政治経済を揺 る

がす よ うな 「改革劇」が演 じられた。現在は郵政民営化や 三位一体改革に舞台が移っ ている。 な

ぜ民営化なのかが曖昧なまま 「改革劇」が演 じられ、結局は高速道路が 当初の計画通 りに建設 さ

れつつある。経済活性化や効率化の もとに、公共事業 とりわけ大規模プ ロジェク トは重点化 して

実施 されてお り、こ うした現実を踏まえて見直 しを評価 していく必要がある。公共事業長期計画

の見直 しも、計画 と現実を関連づけた評価が求め られよ う。'

第2に 、公共事業削減 が地域や雇用にどの ような影響 を与えてい るかである。公共事業は地方

財政危機、そ して 「構造改革」のもとで量的に縮減 されてきた。 とりわけ単独事業 を中心に地方

公共事業の落ち込みが顕著になってい る。公共事業 と地方財政 の関係につ いて、1990年 代か ら

2000年 代への構造変化 を統計的にもさらに検証 してい く必要がある。地域的 には公共事業への依

存度が高い 自治体ほど、公共事業削減 の影響は大きくな り、それは地域経済 の動向にも反映 して

いる。公共事業の地域配分、公共事業 と地域経済、 とりわけ雇用問題 との関係 を検討 してい く必

要がある。



注

1)『 おお さかの住民 と自治』特集第44号 、2003年8月 、44～45ぺ 一ジ。

2)『 財政学研究』第33号 、2003年10月 、132～134ぺ 一ジ。

3)2003年6月28日 に京都 で開催 された国家経 済研究会において、拙著の 「書評会」が行われた。f書 評

会」では、まず滋賀大学の只友景士氏か ら拙著の紹介 と問題提起があ り、つづいて官本憲一教授 をは じ

め とした研究会メンバーか ら貴重なコメン トを受 け、公共事業研 究にたい して多 くの示唆が得 られた。

4)富 本教授の2つ の問題提起な どを受けて執筆 した論文が、『財政 と公共政策』創刊号(2003年10月)に

寄稿 した 「『日本型公共政策』 と公共事業」である。

5)毎 日新聞は道路公団改革の裏側 をさぐる特集記事(第1部2003年12月22日 ～)に 「道路国家」 とい うタ

イ トルをつけている。

6)日 本経済新聞は 「首相の責任間われ る道路公団改革の挫折jと 題 した社説で、政府案は現在の公団 を厚

化粧 しただけ と厳 しく批判 した。 「借金を減 らすために無駄な道路 を造 らない」とい う民営化委員会の

主張を退 け、「道 路を造るために借金を続 ける」 とい う正反対の方式を採用 したとす る(2003年12月23

日付)。 朝 日新聞 も同 日付で 「何のための民営化か」 と題 した社説を掲げ、道路改革の骨抜 き、公共事

業見直 しの挫折を批判 している。

7)「 総合的な国土の形成 を図るための国土総合開発法等の一部を改正す る等の法律案」が今国会 に上程 さ

れてい る。社会経 済情勢の変化に適切に対応するため、国土総合開発計画について、名称を国土形成計

画に改めるとともに、計画事項 の拡充、都道府県等による提案制度および広域地方計画の創設 などを行

うものである。毎 日新聞は2005年2月20日 付の社説 で 「全総や社会資本整備長期計画を根拠に した開発

利権 を根絶や しにす るためにも、国が開発を総括す る法体系はいらない」 と述べている。

8)地 域政策研究会編 『行政投資』2005年4月 、地方財務協会、40～46ぺ 一ジ。

9)地 方単独事業は普通建設事業を中心 とした一般事業と特別事業に大別され る。特別事業は 「特別の地方

債等 を財源 として公共施設の整備充実を推進するための事業」であ り、90年 代以降に増大をつづけ、

2000年 には全体の76%を 占めた。特別事業は2003年 に半減 したが、それは長期計画事業が計上 されなく

なった ことが大きく影響 している。2005年 の地方財政計画では、一般事業7兆292億 円に対 して、特別

事業は5兆3408億 円となっている。特別事業のなかで大きいのが、臨時地方道を中心とした特別単独事

業、合併特例事業、過疎対策事業、地域再生事業、地域活性化事業などである。



附表　行政投資の推移(全 国)


